
「中高年等再就職支援事業」 

仕様書 

 

   長崎県は、中高年（概ね３５～５９歳）求職者が、就職に成功するよう、就職支援のノウハウ

を持つ民間会社に標記事業の実施を委託し、効果的に実施しようと考えています。 

 

Ⅰ 中高年等再就職支援事業（以下（１）～（４）合計予算：約４２０９万円） 

   中高年の再就職を、求職者に応じて支援できるように、以下の（１）～（４）の事業を効果的に

組み合わせて実施してください。 

   ４月１日から事業を実施できる体制をとっていただきます。 

※再就職支援センターの場所 

●長崎市は「りそな長崎ビル４Ｆ」（長崎市銅座町４－１；約１５坪） 

●佐世保市は「明治安田生命 佐世保ビル２Ｆ」（佐世保市三浦町２－８；約１５坪） 

開館時間：月曜～金曜（１０：００～１８：００） 

 

  （１）個別カウンセリング 

      県が、長崎・佐世保各市内に設置している「再就職センター」においてカウンセリングを 

実施していただきます。 

      長崎はフレッシュワーク長崎に併設（長崎市銅座町４－１；りそな長崎ビル４Ｆ）、佐世保

はフレッシュワーク佐世保に併設（佐世保市三浦町２－８；明治安田生命佐世保ビル２

Ｆ）です。 

再就職支援センターでは、求職者に対して、個別カウンセリングを行い、求職者がどの 

ような状況なのか、そして、求職者には何が必要なのかなど、求職者に応じたカウンセ 

リングしていただきます。求職者に対して、カウンセラーによるテーマを絞ったミニセミナ 

ーを月１回（約３時間）実施していただきます。なお、カウンセラーの人数、体制について

もご提案ください。 

求職者のうち、一定以上の資格者に対し「ながさきお仕事市場」に設ける「エキスパー 

ト部門」への登録をお願いします。 

    

  （２）中高年等職場体験事業（２００名実施） 

     センター来所者の中で、職業訓練が必要だと認められた方や、具体的に就職を希望して 

いる会社がある方には、実際に職場で作業を体験していただく「職場体験」を受けていた 

だきます。 

     ●受講対象者は、県内のハローワーク等で求職活動をしている中高年齢者（３５歳～５９

歳）の求職者で、離職後半年以内や求職活動開始後半年以内の求職者のうち緊急に

就職支援を必要とされる方です。 

     ●１回の受講期間は約１ヶ月（２１日間を限度）です。 

     ●体験受入企業開拓（長崎県内で延べ２００名が受講できる会社数を確保してください。 



また、開拓方法についてもご提案ください。）及びデータベース化 

●なお、平成１６年度に実施した「中高年等再就職支援事業職場体験講習」の体験先企

業リストを活用することができます。 

●職場体験マッチング（求職者が受講するのに適している企業の選定、企業が受講者を 

受け入れるにあたり実施する面接の日程調整、県と企業が取り交わす書類のやりとり

etc.） 

     ●諸経費（電話・FAX・コピー機等の備品調達や通信費、コピー紙や文房具など、本事業 

事務で必要となるもの一切の経費） 

     ●受入企業へ支払う謝金や受講者へ支払う報奨金は、委託内容には含まれません。 

   

（３）就職支援セミナー 

   センター来所者の中で、必要だと認められた方をはじめ、受講を希望する一般求職者を 

対象に、自己分析や求人情報の入手方法、面接の受け方等を、わかり易く講義すること 

で、中高年求職者の支援を行ってください。 

   ●２日コース（１コースの定員は２０名程度）を１５回、県内各地で開催。 

   ●セミナー実施日程及び場所は、受託者と後日調整します。 

   ●会場使用料（TVなどの備品含む）は委託されません。セミナーを遂行するのに必要な 

業務が委託の対象となります。（例）受講申込受付事務、講師派遣、テキスト代 etc. 

 

   （４）事業広報 

     （１）～（３）を、求職者に知っていただけるよう、チラシやポスター、求人誌等で広報してく 

ださい。広報の方法及び回数についてご提案ください。 

 

Ⅱ その他 

   （１）成果目標 

   ●個別カウンセリング（来所者数、就職者数など）、職場体験講習（参加者数、就職者数 

など）、就職支援セミナー（参加者数、就職者数など）の目標とする成果を記載してく 

ださい。 

   （２）個人情報の保護について 

   ●個人情報の保護に関する考え方や具体的な方法などわかるように記載してください。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


